
日本スポーツリハビリテーション学会
認定トレーナー試験合格者・再登録者　　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

JSSR認定トレーナー永久資格を取得するには

JSSR認定トレーナー試験に合格後、永久資格にするには以下の再認定が必要です。

ご注意
1． 認定期間：取得日から2年間（認定証に記載されている）

認定期限までの間に本学会の主催する、あるいは指定する研修会、学術大会を
（6時間以上）受講し、認定期日1ヶ月前までに、再認定申込書を、事務局へ送
付下さい。

2． 本学会員登録：認定試験合格者は無料で本学会員に登録可能です。本学会の
HPから各自で登録をお願いします。
手順①http://suporiha.kenkyuukai.jp/information/　を開く
手順②右上のm3.com学会研究会のアカウント発行ボタンをクリック
手順③『日本スポーツリハビリテーション学会』サイト入会案内に従って登録をし
て下さい。



重要なお知らせ

日本スポーツリハビリテーション学会認定トレーナー
資格更新の手続きについて

初回時に取得されたJSSRトレーナー資格は2年間有効です。それ以降、継続を希望す
る場合には更新手続きが必要です。更新後は永久資格（認定期間制限なし）となりま

す。

手順１　認定満了１ヶ月前までに事務局へ再認定申込書※をメールして下さい。

日本スポーツリハビリテーション学会事務局：
〒194-0298　東京都町田市相原町4342　
法政大学スポーツ健康学部　353研究室内
E-mail： suporiha@yahoo.co.jp
※（永久）学会認定トレーナー資格更新希望と明記して下さい。

手順２　本学会の主催する、あるいは指定する研修会、学術大会に参加（6時間以上）したう
えで再認定申込書※を事務局へ返送ください。

※指定学会、研究会：①日本スポーツリハビリテーション学会、②標準徒手医学会、
③トリガーマップ疼痛治療研究会、④理学療法科学学会、⑤作業療法科学学会、
⑥ BodyLogic研究会など

※再認定申込書をダウンロード先　⇒　http://jssr.ws.hosei.ac.jp/index.html

手順３　認定更新料5,000円を納めてください。
※振込先
埼玉りそな銀行　伊奈支店　

手順４　後日、新しい認定証書が郵送されます。
※ご注意：更新手続きをしなかった方が、数年後に再度認定を取得するには認定試験
を再受験する必要があります。

※ライン@登録のお願い。
JSSR認定トレーナーの皆様には日本スポーツリハ学会マガジンで
重要な情報を配信いたしますのでご登録頂けますようお願いいたします。
（左のQRコードをラインアプリで友達追加）⇒
あるいは以下のアカウントを検索し登録してください。
アカウント⇒　＠vit8628l(アット・ブイ・アイ・ティ・8628・エル)
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